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は しがき

本書 は､ フラ ンスの農業信用制度 LeCreditAgricoleのいわば通史である｡

レヂ -,1
著者 はJ ･P･ア ンリとM ･妙 の二人,日本にも一部 はん訳が出てい

るクセ ジュ文庫中の一冊 (第2274号,1986年刊,126ベ-ジ)である｡

非常 にコンパ ク トな記述なが ら,19世紀末の農業危機に際 しての金融硬童 に

対応 しよ うとした草創期か ら,次第に業務を拡大 しグループとして一つのユニ

バ ーサルバ ンクとしての実態を持つに至 った1985年 までを,時代を追 って説明

している｡元来が フランスの読者のための本であるので,われわれの目には理

解 しに くい点. もう少 し説明を してほしい点 もあるが,官治的色彩の濃いフラ

ンスにおける業務や組織の変化について法的根拠が明示 されていた り.短い も

のに してはそれ ら変化 に関連す る計数がかな り示されているなどの点では情報

の少ないフラ ンス農業金融についての重要な手掛か りを与えて くれ るものとい

えよ う｡

ただ,原著の発行後, この農業信用制度は大きな変化を経験 したOすなわち,

フラ ンス政府 は政府企業の民営化 に踏み切 り,農業信用制度の全国機関 CNC

A(CaisseNationalede Cr'editAgricole,全国農菓信用金庫) ち.1988年,従

来の政府検閲か ら民営株式会社へ転換 した｡そこで, この間の動 きについて十

分ではないが,当縁台研究所の既知のところを末尾に付論 として記述 しておい

たので,合わせて ご参照いただきたい｡

本 はん訳 (抄訳)は,信州大学経済学部柴田匡平助教授による｡当総合研究

所 は,本 はん訳の存在を東京大学経済学部矢坂雅充助教授か らうかがい,本叢

書 に加え させていただ くこととした｡両先生のお許 しを得たことについて心か
I

ら感謝 したい｡

なお訳文中のページ数 は原著のページである｡

平成 3年 5月

農林中金総合研究所



I.フランスの農業信用制度

日 次

第 1部 農業信用金庫の形成

第 1章 相互農業信用機関の設立の必要性

第2章 国庫補助をうける地方金庫の創設

第2部 協同組合から農業銀行へ

第 1章 農地維持と農業者利害の防衛

第 2章 農業者および地方住民の銀行

第3部 ユニバーサルバンクに向けて

第 1章 拡大

第2章 全分野に協力な銀行組織の樹立

表一覧

2

6
.

9

18

41



序文

ノー
農業侶用金庫は疑いもなくフランス金融界では御馴染みの要素である.

字面が示すような地域発展のための銀行としてのイメージが一般大衆にうえつけられて

いるの臥 ここ15年間にわたってフランス全域に形成されたそゐ不お産と二手尭所および垂

下機関のネットワークと､そして近代的.未来主義的な卓の建物に原因の一斑がある.そもそ

も農業借用金庫グループが世界第一級の嶺金銀行に分類され.鹿掛 こ確固たる地位を占めや

ようになったのもとの同じ15年間のことなのである.

齢百歳を数えるこの槻附のダイナ主ズムと,土の相互金融機関が収めた成功は､ともに人

を駕かすものであった.しかし実は.共同組合としての農業借用金庫は単なるバラド1.yクス

に留まるものではない.農業借用金庫の構築は殆んと国家の手に成ったが､国家というもの

がもつ中央集権的性格iこもかかわらず.金庫の当初の発展臥 現坤のイこシャチヴによっ~て

はじめて成し遂げら'ILたのである.また､元来は点衰者に~のみ供せられる薯だった金庫がそ ,

の使命を喪も十全に果たすようになるには､一連ゐ改革を経て.他の社会･職業分野に業務分

野を拡張する日を待たぬはならなかった.

我々【著者)は.農業信用金庫が単なる経済･社会的中継機能の段階から｢自立的｣金融グルー

プになってゆく推移の要点を提示すべく顛めた.

金庫の歴史をカバーする情報源は多種多様だが､初細のものは稀で.その後は豊富になる

けれども､統計類にはときに断経がある.

金庫の創設以前および当初の精勤内容については､著者遠が支援した1983年の博士論文｢

メーヌ･エ･ロワールにおける地域金庫の歴史1908年-1981年｣から蝕つかを採った｡1914年か

ら1960年の時期では､典拠の基.如ま大統領宛てゐ年次報告書塀である.1975年から現在まで

の最近のグループの推移は､全国金庫による一連d)統計シ1)-ズで正確を期す18-ことが出来

良.
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第 1部 農業借用金庫の形成(1879年一1919年)

第 1章 相互農業借用健脚設立の必宴性(1879年-1897年)

第 1飾 農業危機と借用の不足 【pp.5-10)

第三共和制(1871年発足)の初期から政府は.農業者に対する借用供与の必葉性に嘗及して

いた.しかし･農業者が突Aを必要としてI､ること､また箕金を与える方策について論じられ

始めたのは王政復古【1814年)の前後からである.当時の状況(1879年7月30日の各知事宛て農

商務省回状).

1.各地で病害虫被害が続発し.牧畜および穀物の収穫が落ち込んだため.政府としてはと

くに価格高陳を抑えるべく輸入に規らざるを得ない.城収の一方で消費量は拡大傾向にあり､`ヽ
農業労働力は減少している.従って労働コス トが上昇するなかで生産を拡大しなければなら

ないが.耕作にせよ牧畜にせよ､韓外からの競争のため青息吐息である.

2.今やフランスは工業化し､都市化 し､消費型の社会であり.農業は工業にベースを合わせ

て経営の効率化を囲らねばならない.そこで農業者の教育､嘩締開発機関の整鳳 海況排水設

備および鉄道網の整備.そして十分な資本を農業者に与えなくてはならない.(教育面では184

8年設立の農業大学icoleSu{erleured･Agricultureを再開し､農業技術研究所を増設した.

また近代的農業経営の指導に携わる農業改良普及員prDfesseupsde'partenentauxd'agricul

tureを各県に配置したが.彼等はのち農業借用地域金庫CaissesLocalesdeCrelditAgricol

eを創設する_にあたり､中核的役割を果たした.)

3.1852年2月28日政令いらい農業者には土地購入および土地改良のため不動産担保融資を

受けられるけれども､動産担保融箕は存在 しない.しかし農業者は借入担保として収穫物や生

産設備あるいは表音を提示できるのであって､動産担保融資は可鰭な筈である.また為替手形

や約束手形の形.%をとれば農業者個人への敵失も可能な筈である 開̀園は農業において倉荷

証券の発行が難しい点にある.借入金の保証として家畜の一部または全部を私設倉庫に置い

たままで営農することは出来ないし.収穫物を保管する方法がなければ借入も難しい.そして

最大の問題は､農業者が手形を割引いてもらう際に必巽な保証機関が多くの場合存在しない

ことである.

政府は農業金融機関の設立につき､マニヤン葬具会(各県庁宛て)およびバリウ乗員会(1884

年､各県農業会苑て)などのアンケート調査を行なったが､農業の非効率性や農業者の意織の

低さを理由に懐疑的､否定的な見解が主流であった.
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第 2飾 職業別相互侶用組合群 〔pp.10-13〕

19世紀後半にはサンディカリスムの影響によI)各地に職業別相互侶用組織が形成 されてい

た_.

1.庶民僧用金別 学CaissesdeCriditPopulaite

1878年アンジェに創立 されたものを濫為 とする.〔現在の庶民銀行BanquePopulaire(商工

組合系)の前身.】

2.農業借用組合金庫群 CaissesLSyndicatesdeCriditAgricole

1884年3月24日法により設立が認められた.主な精勤分野は飼料の兆同購入だったが､生産.

勝又:金融まで手掛けたものも見られる.後に農業借用地域金庫CaissesLocalesdeCreditA■ヽ

gricoleを設立することになるメンバーは､多 くがこれら侶用紙合金庫の組合員であった.

3.農村侶用金庫群 CaissesRuralesdeCreldit

1867年会社法に基づく.メンバ_-1主点業師儒者のみ.ブルターニュ､_ヴァンデーなどフラン

ス西部に多くみられた.

〔上記の組織2および3のうち､農業信用金庫系列にはいらず.独 自の道をあゆんだものは相互

借用金庫CriditMutuelとして現在に到ったものらしい.】
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第3飾 1894年11月5日法 【pp.13-1̀け

本法で農業借用金庫Cre(di℃Agricoleの設立が可能になった.既存の農業関係請団体の実情

に鑑み､上記の組織の全メン}1-または一部が､もっぱら農巣に対する散楽を目的にして設立

すべきことが定めら中る(第1条).だが一方では組合具を農業者および地主に限定しなかった

ので､地方名士､獣医､医者､薬屋､政拍家などもある程度設立に参加し'た.

没後性を排除するため.株式ではなく｢出資金partssoclales｣による払込みとされ その垂

齢 ま組合鼻の馴 こ限ること.また当該金庫の同意を必要とすることが定められた.払込金から

一般管理費･借入金利息･配当を支払った後を益金としこその41_分の3以上は準備金として攻立

てられる(第3条).当時の農村では流動性が少なく､農業信用金庫の敵失手跡 ま多くの場合､益

金の残り4分の1の現金をもって実施されることになった.

農業借用金庫は無利子または有利子で当座勘定を受け入れることが出来たほか､農業関連語

組合にかわリ取立および支払が出来るとされた.しかしこの機能が発揮されるようになるのは

1899年に農業借用地方金庫が展開されて､ある程度の系統性と国家補助が実現されてからであ
った.

金庫は商業事業所として萱記される必要があったが､営業税および保有有価証券については

免税措定が甜じられた(第4粂).なお金庫からの利息や配当収入._また解散時の出東金払戻しに

ついても免税(1895年1月28日通達).

金庫設立は､事前に定款と投見名簿(氏名,住所､出資額)を各州都にある治安維持裁判所の書

記課に提出するだけでよい(第5条).

金庫の定款は各金庫に重ねられたが､実際には農務省農業金融局の定款例が雛型となった.

定款では当初の資本金､単位出栄乱 存続期臥 地域的範囲､所在地､運営方法などが決められた.

理事は魁合貝の年次総会で過出され､任期三年で再選可.理事会は理事長.副理事長.事務長お

よび監事二名を指名し､出架金配当(のち上限5%とされる)を瀧定する.また理事会は互選によ

り割引乗員会Conit名d.Escompteを形成し.これが融資案件の審査決定にあたる.また理事会は

貸付金利を決定するほか､当座は使われていない資金の運用先を決定する.

年次緒会での裁決権は出柴萩に隣わリな(一人一票だが､法人組合員が認められる場合には

ブロックも可臥 定足数は出席者ゐ出資額が四分の-以上であること､また定款変更を議する

臨時総会の場合には出米額の二分の一以上にあたる出席が必要.

理事は保証金として分割不可能な一定の出梁を行う.また理事会は金港の経営全般にあたる

代表理事【頭取〕を指名することも出来る.これは有給である(他の理事職は無給).
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しかし農革僧用金庫の展剛 ま遅々として進まなかった.政府は1896年､1898年.1901年と飼査

しているが､1900年現在でも金庫数は87､組合見放は2175に過ぎない.その理由は当時農異音側

に借り入れの習慣がなかったこと,農村部に金庫を設立するに足るほどの金融手段が十分でな

かったこと.地方によっては共和制や現政権に対し懐疑的な気分があったこと､さらに美技的

には､1声67年商法に基づく租輔のほうが官庁への報告義務を免れているため容易に運営できた

こと.などが挙げられる.
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第2草 国榊 助を受ける地方金庫(Calss?sRiElonales)の創没(1897年-1919年)
ノ

第 1節 地方金庫の_使命 【pp.18-22】

金庫の系統組織をどうするか､地方金庫群をもって地方的に運営するか､または中央金庫

ないし農業中央銀行を設立するか､1897年の議会で討議された.背景には､フランス銀行Banq

uedeFranceの発行限度gt(1897年一杯まで40倦フラン)の更新があった.

ジャン･ジョレスは低利.長期の貸付には起伏を行うことのできる農業中央銀行が必要だ

としたが､反対派はバリ在の中央銀行に地方の実情が把遠できる筈のないこと､きめこまか

い対応が望めないことを理由に地方金庫群の展開を主訴､議論のすえ1899年3月31日法で後

者が協の目を見た.

1897年11月17EI法でフランス銀行の発行限度額は40億フランから50倦フランへと引上げ

られたが､有利子による割引gt(市中貸出額〕の8分の1に等しい現を納付金(下限200万フラン)

として毎年国庫に納入すること､また無利子で4000万フランを国庫に前貸しすることが定め

られた.これらの納入金は国dの特別口座に納められ 農業借用地方金庫に交付されることl▲
になる.地方金庫への交付金は1'899年農務省に設置された貸付特別委員会ComissiDnSpici

aledeslvancesが決定した.この貸付は5年末沸く更新可).地方金庫における正貨払込額を

超えてはならないとされたが.後には殻和される.

地方金庫は地域金庫の組合員による手形(当該地域金庫が基書き)の割引業務だけを行う

(1899年3月31日法第2条).従って地方金序が取立･支払をなしうるのは農巣関連の緒組合､地

域金庫の組合員,そして地方金庫自身の組合員のためだけであった.また地方金庫による貸

付は､傘下の地域金庫への連載先金に限られた.地方金庫はあくまで地域金庫の抽助廟関で

あり.地域金庫の機能を侵すことのないよう.注意が払われた.

その一方､地方金庫に加入するか香かの決定はまったく地域金庫や農業関連の請組合(た

だし相互組合としての性格が明瞭でなくてはならなかった)の数量に委ねられており､また

地方金庫の定款も地方の事情に応じ千差万別であった.地域金庫の定款が雛型に則ったのと

はだいぶ違っている.地方金庫の問で業務地域が重複することもあり､貸付特別委員会が調

整した.地方金庫の役割は国序と農業者のニーズを結ぶパイプたる点にあり.地域金庫の設

立を促進する狙いがあった.
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第 2節 地方金庫の精動と機能 〔pp..22-24】

メーヌ･エ･ロワール県における地方金庫の事例

まず理事会が傾注したのは地域金柾の展開である.とくに同県では家畜の死亡について典

済保険が見られ.年末の掛金払込み前に規寄贈dt金を女払う場合.前貸しできも地域金庫の

必要性は高かった.理事会は秋康的な教育宜伝精勤を行ない.1908年から1914年にかけて24

の地域金片が設立された.そしてまた地域金庫の虚聞により､地方金庫の軌箕能力も拡大を.

遂げた.

理事会は最初の会合で､地域金庫の組合鼻に対する割引率の基礎をフランス銀行割引率と

し､上乗せの上限を1%と定めた.また地域金庫への前貸しは行わない旨も定めた.tしてみる

と地方金庫の運営については上記のように相当の裁量が認められていたわけである｡)ヰ乗`ヽl
せは大体0.5%程度だったようで.1911年秋など公定歩合が3別こ逢したときには上乗せ無し~で

触覚している.

文金運用先は貯蓄金庫Caissed'旬argne､クレディ･.)ヨネなどの有利子当座勘定であり,

また国庫からの前貸金や農務曾補助金は国錬購入に当てられ.それはフランス銀行に割引担

保 として預けられた.だから地方金庫は銀行というよりも政府神助金の処理捜関としての色

彩が強かった.

嘉1 農襲借用金座敷の推移(1900年-1913年)

年次 地方金庫 地域金庫 組合員(負) 年次 地方金庫 地域金庫 組合見(負)

1900 9 87 2175 1907 88 2168 96192

1 21 309 - 799/8 8 94 2636 116866
2 37 456 - 22476 9 95 2983 133382

3 41 616 28204 10 96 3338 151601

4 54 963 -42783 ll- -97- 3946 185552

5 66 1355 61874 12 98 4204 215695

〔p.25)



第 3節 点業借用金庫の発達 【pp.24-30〕

1899年3月31日法で地方金庫制度が導入 されて以来､農業借用金庫の展開は軌道に乗った

(第1義春冊)･貸出額も1900年には190万フランだったものが191.0年には1億1300万フランに伸

びた.各頻で相当め差異が淀められるが.耕地葬礼 主要農産物や農地の集中度など地方的な

特性のためであろうと考えられる.

1906年12月29日法で･フランス銀行が毎年支払 う納付金の'3分の 1を限度に長期貸付の途

が開かれた.点菜園係の諸組合に対 し.東長25年の前貸金である.これは地方金庫が保証 し､

特別配分重点会Comi ssionSp盲cialede蜂partitlon(もとの貸付特別要具会)の裁可を得

ることが条件.さらに1910年3月19日法では個人向け長抑貸付が可能になった.境長15年で.

借入事由は小規模卓巣の足首･改善･再鱒である･原新 手やは.リ?ランス銀行の納付金.こう

し辛長抑貸付は農巣改良だ!1ではなく､農業後継者育成 といった社会政兼的な意味合いもあ
った｡

第｣次世界大戦で働き手が出征 し､営農汚軌 ま現状維持かつか?の水準に落ち込んだ.た

めに貸出郡 ま1913年の2億900方フランから1918年には6100万フラン.1919年でも7900万フラ

ンと急激に落ち込んだ.個人向け長期箕付､団体向け長期貸付のため政府が支.出する租も減

少する.前者は1913年の1500万フラン水準から戦時中には毎年300万フラン程度となり､後者

は1913年1200万フラン.1918年は400万フランに過ぎなかった.

1916年10月6日法およti1917年4月7日法では耕作放棄地での営農に閑し､一初めて市町札 県､

組合団体に対する糞付が諌められた.乗除にこれを利用 したのは括とんとが組合団体で､こ

の貸付残高は1919年末736万4000フラン.11000haに相当する.

1918年4月9日法では塩漢軍人や民間被災者による小規模農地(価格1万フラン以下)の取得

および経営に対 し､25年俵遭､金利1%の貸付が認められた.借手の子供の数によって利子補給

があった.

表2大戦前鐙 の地溝金 虹瞥金 の推蕗 単位 フラン1913年 1918年 1919年

出資金 23,220,305 25,523.187 27,123,457

繰越準備金 6,212,976 16,791,547 20,-646,874

政府前貸金 67.541.782 69.885.091 67.646.223

繰越準備金は益金の4分の3をもって､出資金の半分に連するまで攻立てられる.

- 8-
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第 2部 協同組合から農業銀行へ(1920年-1960年)

第 1車 農地維持と農業者利害の防衛(1920年-1940年)

第 1姉 1920年8月5E]法 【pp.31-51】

1920年8月5日法は.-､従前の話法を整理する､二､中期与億の導入､三､組合艮失格の拡大､

四､金庫の全国競栢機関を置く､の四点が主眼であった.

*中期与膚の導入

同法第2草第6条.

地域金才は‥.r全ての組合見に対し.当該貸付の対魚たる精勤の期間を追えざる短期の貸

付をなし得る.- 全ての組合見に対 し･尊卑または農地の復典牢目的とする中期の貸付をな

し得る.その場合10年均等都債遭とし､保証人i泉作物異付胤 担保物件または有価証券の預

け入れを要す.日.全ての個人組合員に対 し.長期の貸付をなし得る.｣

同法第2草第11条.

地方金片の目的は‥.｢地域金庫の組合且が必要とし.地域金庫が保証する短期.中期､長期

の貸付を容易ならしめ… 農業由連諸団体や組合その他に対し.政府による特別前貸 しを実

施することにある.｣

*浪合見失格の拡大

同法22条

地域金井に参加し得る-のは‖.r生産､農地の形状変換.その様成且による農産物の保管ま

たは販売を目的に構成された農業共同団体組織で､十分なる保証を提供 し･無tKで運営され､

定款で借入が認められ､商業利益を目的としないもの‥.共同溝入または共同仕入れの組合

団休‥.もっぱら農業的な目的をもつ組合団体...農業に有用なる産物.器具.原料の生産を

目的とする農業国休日.団体的利害に関わる農業工事を目的とする農業団体.～.屠殺場や低

温倉庫や電気や鉄道など地域または集落における近代設備を目的とする農業団体､とりわけ

農村労働着用住居の建築または農村部の衛生上問題となる革薬物の改良を目的とする農業

団体.｣

中長期の与信はやはり地域金庫仁は難 しく.実際には地方金庫が各案件を審査する場合が

多 くなっていった.うち長期の車のは退役軍人や戦争被災者向けの便通措置がとられたし､

また農村部で小規模の地所を収得､経営することを支援するはたらきがあり､その意味で農

村地域に対する社会政策的意味合いがみられた.これは組合且失格の拡大にも見て取れる.

また農業および農村の近代化を目指す団体が参加を許された点が注目される.とくに電化

(照明･動力)に力点があり､以後電化措勅への貸出額は軟体フランに上 っ た.

- 9-



同法第14条で地域金序､地方金庫両者とも借入.保有手形の再割引､有価証券抱保借入など

失金充実の手段が拡大された.なかでも注目されるのは､地方金序が､組合且以外からの当座

預金(東利子でも有利子でも)受入れ及び有価証券受入れを許されたことである.これは単な

る浪合叔織から銀行虎能への拡大開始を意味するとともに､農業僧用金庫の自己箕金に基づ

く敵失能力が一中･長期敵失ではともかく-､短期敵失では充実してゆく契機であった.しか

し同法第23条では金庫の出箕金菓敦手続き､賛ふ溝鼠 準備金などに-Jいては従来通 りの方

針が確辞されておI),農業からの逸脱を防止する意向が見られる.

*農業信用金庫全国事捗局 llofficeNationalduCrgditAgricoleの創設(1921.12.1)

同法発布時に全国で99の地方金丸 4951の地域金庫かあった.従来.政府前貸金をともなう

敵失案件の場合には､農技省内の-部局たる両分喪具会がその未練審査にあたることから喝

間がかかり､地方金庫に申甜してから1-2ケ月を宴することも屡々であった.そこでお役所

仕事の弊害を除くべ-<､1920年8月5日法第35条や全国事務局を由置することになった.なお

全国事務局は1926年8月9日法で農業借用全国金序CaisseNationaledeCrgditAgricole,
也 CNCAと改称される.

その使命

一､1897年法に定められたフランス銀行の前貸金および納付金の管理

二､地方金庫が受け入れ､さらに全国事務局に預託した資金の管理

三.地方金片を唐由しての鎌券発行ならびに1918年5月4日法に基づき実施中の耕作放棄雅

に対する敵箕の管理 ､

四,法律措置により影響を受ける私箕の管理(これはフランス鎖行の納付金が庶民銀行な

ど他の金私機関にも配分されるようになったことを受けての措置)

運営

7名から成る理事会が行う机 理事会は30名より成る金権垂見会の統制下に置かれ､理事は

この全便重点会の指名Iによる.L全権重点会は国会強兵6名､地方金庫代表者12名､農務省およ

び大蔵密が指名する政府高官12名によI)構成され 議長は農務大臣.最低半年に一度の閲鳳

理事会理事長は農務大臣の遵法により法令で任命され､事務局を統轄し.寵免は全権委員会

および理事会の両者による.監事は農務大臣および大蔵大臣の捷敢により､やはり法令で任

命される.なお理事会は毎月開催されて案件を審鼓し､貸出額は急伸した.1900年から192哨

までで1億5600万フラン女ったものが､1920､21年の二年間で1億7600万フランに逢したので

ある.

- 10-
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特別配分垂見会､ついで全国事務局理事会が切I)盛りした箕金は.フランス銀行からの前

貸金4000万フランおよび毎年の納付金が主であった.フランス郁 子からの納付金は毎年変動

し.また1億1500万フランを避退するときには起過分の半分を国庫が取得するなど.様々な規

定があったので.常に納付金の全萩を農巣借用金庫が手にしたわけではなかった.それでも

当初の前柴金およd1921年の納付金4700万フランを含め､フランス銀行は1897年以来捻額3

倦4750万フランを供給した.

これにmえ1916年10月6日法や1918年5月4日法などに基づく貸出については.瑛溝を受け .

ることが出来た.1922年末で事務局の失金は4億2065万7553フラン(うち5538万7242フランか

1918年5月4日法貸出の償遭).当初は先金が残る傾向にあったが､数年で消化状況は格段に進

んだ.以下は1922年末および1927年末の貸付状況.なお1920年法第28条では.各地方金庫の資

本金に応じ貸付限度を設定してきた従来の方式を改め.短期および中期の貸付については全

国事務局の当座勘定で行うこととした点､注目される. 〔pp.46,~47〕

轟3台Eg事結局の昔付状5g.および手許残高(1922年末および1927年末ー

単位:フラン

1922年末 1927年末

貸付残高 手許残高 貸付残高 手許残高

短期貸付 69,279,500 22,029,402 73,715,000 18,417,686

中期貸付 21,183,995 -15,339,565 190,339,467 68.084

個人向け長期乗付 113,323,42岳 5,378,148 365,514,050 242,763

一団体 〟 72,979,212 - 45,722,361 187,855,832 504,325

典,甫FTkJ向け -300.000

計 276,766.132 88.469.476 817,724,349 19,232,858

そこで1928年以降は中･長期貸付向けの実金を政府が追加供給することになり､1928年7月

15日法で5催フラン.19131年3月30日法で5徳フラン､さらに1932年7月22日法で5倦フランを交

付したほか､長期煮付向けに限定して1929年8月4日法.1932年7月22日法でそれぞれ2億5000

万フランを供給した.これらは補助金ではな<､預金供託金座CaissedeD'epoTtsetconsign

iatlonからの貸付ファシリティという形態をとった.しかし農村部での失金帝要は旺盛で､

1928年から1935年にかけ､政府の追加供給突金が全国金庫の東金に占める割合は過半水準に

逢した.
､ ,･ ･l C I

-Il一二



1920年8月5日法第35条では.短期貸付失金が不足している地方金庫に失金を回すため,余

剰失金のある金片群から現金を受け入れること草全国事務即 こ許した.平衡振能の端緒であ

ら.全国事務局は地域金庫や地方金庫に回状(1923年2月20日､1925年3月14日)を弗L!.余剰渠

金を国庫やフランス銀行に頚け入れるよりも金序の全国組織たる事務局(ついで全国金庫)

に回すよう呼掛_けでいる.1929年4月4日政令では遂に､地域金庫の余剰失金は全て所革の地

方金串に預け入れるべLと定められたが､地方金庫の余剰金を全国金掛 こ集中させる法的措

世はとられ年かった.

1926年12月19日法で全国金庫は預金者の制限なしに期日指産の当座預金や一覧払当座預

金を受け入れることとなった.(非革業者にとって決済機能が拡大したことになる.】そして

1929年4月4日軟骨では.全国金序の箕金を､3000万フランを限度にフランス銀行､預金供託金

鼠 バリ地方借用金齢 こ放け入れることが出来ると定9)らTtや.地域垂庫が地方金庫に預け

入れた半金にはフラシス針 子および地方借用金由の利率が適用.gItた.これにより､全国金

庫は初めて-3000万フランの限度内ではあったが一受入集金に利息を支払うことが可能に

なった(それ以前は国庫や郵便振替頭金口座の形他で､いずれも無利子).土のせいもあって

か地方金庫から全国金庫への預入掛 ま増大し(1937年12月31日現在45株7000万フラン)､全国

金庫の漁真金差引}tラン.スで921%(蛸 4000万フラ㌢中4億800万フラン)､地方金庫側のバラ

ンスで341を占めるに至った.

1937年9月24日政令は.手元流動性に暫定的な不足が生じた地方金庫に対し､全国金庫に設

置する火同基金からの貸出を欝めた.なお1935年以降は､農業借用地方金庫CaisseR6gion-ale

deCre(ditAgrlcoleなる名称を.全国車庫の管轄下にあってその貸出を受けることの出来

る機関に限定することとなった.

1938年1月1日から1939年9月30日までの期間に全国金庫が受け入れた預金は97倦7000万フ

ラン_に上り､期末預貸金差弓_lバランスは18倦3600万フラン､うち地方金庫の預入金は11倦600

万フラン.60.郷 となった.この期間における増大は泡 種剛 ､麦全国事務局OfficeNati.nal

lnterprofessl.OnnelduBliが小麦収掛 こ対し行った大規模な敵失(1938年8月17倦1000万フ

ラン.丑年9月24億6900万フラン)が原臥

声 L叫｢ゆ3【卜も''.t囲

ー 12-
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第 2筋 発達と社会捷辞的使命 【pp.51-55】

1933年から農業金庫は小麦生産者の利害に探く閉わるようになる.1924年以来,インフレ.

投捜.海外産小麦(北米)の大量倫人によtIj/JI麦生産者は採井割れにtL面t/_た･倫人につりて･

は関税萩の引上げ(車ロ77ラ.ンから147ラ㌢)が宴求きれ.卑即 こつI､耳は生産者が共同し､

何らかの貯蔵手段をもつことによって計画的な売り捌きを可能にすべきだとの主張がなさ .

れる.とくに1932年の豊作集乏を実機に政府l串二つの政策を打ち出した.

まず1933年1月26日法で.農業僧用全国金串は､1933年期収穫(1933年9月末までに異什 納l

品)の小麦貯蕨に対し3倦フランを限度に貸し申すと革め_ら叫た.これは地方金庫を通じ生産

者に貸し付けるもので.細目は1933年3月2日政令による.

次いで1934年8月28日政令で全国金庫に十年物債券の発行が許可される.総額2億フランで､

嗣遠先金は小麦貯蔚こ対する貸付に当てられることとなった.

さらに1936年8月15日には職種間小麦全国事♯局が創革され､小麦取引を統制することに

なる.各県に穀物生産･取引の組織化･統制垂見合CoDAissiond'白滝akisal-Lionetdet占ntr̂O

ledelaProductionetduComerCedesCerrgales(以下｢統制垂見会｣)が設置され.地方

金庫はこれと協力して公典サービス的な巣#･を行うことになった.1936年1月1日以降設立さ

れた小麦関係の協同組合は統制重点会の許可､小麦取引商は届出がそれぞれ必要とされ.呆

付､貯蔵､受渡しいずれについても異い手は統制委良会の監督下に置かれた.協同組合が小麦

取引に参入できるよう.小麦取引商は､(1)協同組合と同一価格を提示し､(2)協同組合による

出荷計画を尊重し､(3)売手側の全量を異い付けるべLとされた.生産者からの呆付ルールは､

異い手が協同組合である場合と取引商である場合とで異なった.

協同社台の場合,現物引き渡し時に最低2.5トンまでは現金または小切手で支払い.それ以

上については見付額の3分の2に相当する手付け金による.その後の収穫は協同組合が出荷を

封整する.その場合には倉荷証券が用いられ､指図人は協同組合.借手が真書きし､職種間小

麦全国事務局が保証し､地方金庫またはフランス銀行が部引する.取引商の場合.売手生産者ヽ

が登録する地方金庫の小切手で支払うべLとされ もって取引の可視性が確保された.

一一13-



いずれの場合も取引明細には数量･価格が明示され､売手の署名が必要であった.明細は統

制重点会の軒に集められたのである.こうした小麦に関する決済手掛 こより地方金序の蘇客

サービス内容が拡がるとともに､小切手~を媒介とLf:口座利用も進むことになった.いちい

地方金庫のかなり~の菓掛 土小麦代金の決済となってゆく.

･いちほう全国金齢 よ､小麦四連の協同組合が振り出す手形の多~くを執り引くことになり､

その萩は急伸する.

(各年未.単位百万フラン)

193準 425
4 979

5 1,644

6 2,963

7 6,315*

+l全国金庫によると1936年9舟15日から1937年12月31日の

期間に小麦収穫への敵失として割り引いた軌 ま42億6600万

フランで､~地方金庫が手元笑壷で割り引いたのは10倦フラ

ン程度と推定される.
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第3節 大戦間期の推移 【pp.55-59】

地域金庫牡は1933年6,400を超えたが.その後は1935年9月28日法の適用により'､過度の拡

散を防止すべく統合が進む.組合見放のほうは一貫して伸びた.

蓑5 地域金底の推鳥年次 地域金庫数 組合員数

1921 4,591L 251,240

30 6■002 470.646

33 6,462 540,445

39 5,630 597,929

地方金座の失本金ならびに準備金は1921年の5800万フランから1938年には5億4500万フラ

ンへと煩封に伸びた.~内訳は､出資金捻額が3188.4万フランから2倦24由.6万フランに(7倍)､

準備金持萩が2614.2万フランから3倦2023.7万フラ_ン(12倍)で.準備金が出箕金を上回った.

1930年､地方金庫の預金残高は10倦フラン付近に遠したが.1932年以降は経済危機のため

もあって12倦フラン前後に停滞した.もらと-も1958年には立ち直っている.

轟6 地方金盛:の預金残高(1921-i938年､百万フランー

年次 預金受入好 一 預金引出荻 年末残高

1921 151 118 33

30 2623.8 1624.4 999.4~

1938年には地方金庫の自己調達による先金が全国金庫からの借入を上回った.

蓑7 地jf金産め電金内訳(1938年､百万フランー

巣本金 224.866

準備金 320.237

靖金 残 高 1659.0

小計. 2204.103

- ilS一



1937年現在の地方金好の貸付残高で臥 短期貸付総現19佳7409万フランのうち､全国金庫

を経由する国庫からの先金は6200万フラン(3.14X)に過ぎず､あとは全国金庫による再割引

が8偉9200万フラン(45.19%)､自己箕金が10倦2041万7000フラン(51.67%)であった.地方金庫

による食付額は1920年から37年にかけ.名 目で相当の伸びとなっている.とくに中期貸付の

伸びが大きい.

壷10 地方金座による貸付の伸び(1920年対1937年ー

貸付種類 1937年貸付残高(百万フラン) 1920年比(名目)

短期貸付 1,974 24倍

中期貸付 ノ642. 211倍

通常長期貸付 703 48倍

特別長期貸付 267 52.32倍▼

- 17-
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地方金AZによる貸出しの内訳を見ると,短期真付のシェアはいったん下がるが.例の小麦

関連融資のせいか1937年には再び半分に逢した.しかし全国金片による箕金捜助はむしろ中･

長期向けが主であったため､地方金庫は短期貸付文金を自己手当する必要に迫られるように

なってくる.

轟8 地一方金J主の.貸出状況(残高ベース.単位手フラン一年吹く年末現在) 短期 中期 通常長期 特別長期 団体向け長期 計

1922 125,640 14,781 60,854 26,355 50,994 278 ,62 4

(45_09文一 ■(5.31%) (21.84%l l9.46Ⅹー (18.30Xー

30 790,908 603.878 472,680 212,025 258,089 2,337,580

(33.83%ー(25.83tー (20.22tー (9.08宅ー (ll.04tー

-37 1.974,255 642,222 703,752L' 267,644 394,970 3,982,843

【p.57〕

全国金座からの染金畔年一回または数回にわ_たる箕出の形態をとリ､1937年までは政令を

もって定められたが.以後は省令となった.戦間期には全国金耳から地方金庫に貸し出され

る短期箕付用の先金が減少_し牢.1937年l手は上取1催5000万フラン､1939年には7500万フラン

とされる一方.全国金庫.の汲助先金は18%が中期貸付.50%が個人向け長期貸付､32%が団体向

けと定められる.193声年のメ-ヌ･エIt=アール地方金掛 こおける中･長期貸付内訳は下表の

通り.

壷9 1935年のji-ヌ.工.ロア-ル地方金虹における中.長潮管付内訳(Xー

(東認ベ一一スー

中期貸付 長期貸付

家書勝入 二_ 47.98. 住居卵係 34.28

原料購入 -.24.72 農地購入 _- 19.10

建物建築 18.11 建物建襲 l9.05

住居関係 3.1声 隣地鹿入 1声..02

卓の他 6.01′ 適当借入僕達 7.90
尻料政人 1.65



第2草農葉音および地力住民の御子(1940年-1960年)

第1分敵失力自立の探求(1940年-1948年)tpp.
60-74】

第二次世界大戦およびドイツ占領時には鼓つかの変更が農業信用金庫に加えられた.
まず

1940年11月20日法および施行法によって全国金庫は一名の会長prersldentによって運営され

ることになった.
会長は11名の審法会によって補助される.
もっとも､
農務省の管頼下にあっ

て大蔵省の先制下にある自立的な公的機関としての農業僧用金庫の位置付けについては従

前通りである
.

1940年12月2日法で農業僧用金庫は農業会社CorporationPaysanneに包摂されることにな

る
.
地方金庫
､
地域金庫両者の理事ポストの40別ま農業会社の指名によるとされた
.
1943年8月

9日省令では農革関係の借用組合組織辞を統合し､
農業信用協同組合連合Ferd言rationCorpor

aliveduCridltAgricole(以下｢組合連合｣)を結成することが詣われる.
全国金庫の組織的

自立性はこの動きによっても大した影響は来らなかったが.
戦争および占領のために金庫の

精勤が低迷するのは避けられなかった.

義ll 全国金 庫 の年 間貸 出類推為(1938年､1943年ー

年次 貸出軟く百万フラン､名目)指数(実質)

1938 304.5 100

吹 去12 鷹巣借 用金 宜の曾付残高 (種類 別.1938年.1943年 .キ フランー中期貸付 通常長期貸付 特別長耕貸付 団体向け長期貸付 計

938 616,836 701,540 250,449 353,004 1,921,829

943 569,609 418,009 121,939 394,852 1,504,409

轟13 触瞥 生地件数推移 (種類別.1938年.1943年 ー

年次 中期貸付 通常長期貸付 計

1938 7,762 3,948 11.710

- 18-



こうした落ち込みは､政府からの失金が伸びぬことが一国だったが､一方では､小

麦価格の高騰によっ■て短期貸付は後半伸びた.I

ダ
フ

れ
つ

E

な

月

即

醐

切

rI

嘉14 政府瞥金の推移(千フランー年次 貸出集金捻救 うち政府資金

-1938年迄累計一一-4.565,000 2,803,893(61.40%)

193時 304,514 259,385(85.'18芳)

年次 蓑15鯖射管付推移ならびにJIヽ麦価一路'乗付額(百万フラン) 小麦価格(各年9月)

1938 5,797 n.a.

40 3◆310 200F

41 3,748 290F

42 6,915 370F

そこで全国金庫は自己先金の拡大を図り､1942年2月2日､初の五年物債券を発行

した.調達先金は中期貨付に用いられる.起伏について政府と全国金庫は以下を約

定した.

債券は無記名式とし､有価証券に課せられる特別税を免除する.

調達文金は国庫に開設する全国金庫の特別野定に入金し.地方金庫の中期貸付実

施を十全ならしめるべ(使用されるが､嗣連箕金の使途は省令による.

3.25‡利付額面100S(種類は1000フラン.5000フラン､1万フラン)で発行し､起供給

額は25倦7200万フラン.

この起錬により1943年末の全国金庫の資金では自己資金が政府集金を大巾に上

回った.

轟16 1943車夫における全国金成の瞥金内iR侶 方フランー

政府米金 自己資金

珪助集金 433 現金残高 -3,135

政府貸出■ 767 起伏 2,572

- 19-



従来､農業借用金庫は7-ラン_ス射 手の納付金ならびに預金供託金庫の貸付ファシリティの供

給を受けていたが､1945年12月2日法で前者が取り止められることとなI),､以降の政府資金はも

ばら貸付ファシリティへの返済掛 こよって左1.6-されるようになった.なおフランス貞朋子からの

納付金線軌 ま1947年までで21鹿4260万7ラシであった.この時期の農業借用金庫の政府貸出に

対する返済状況は以下の通 り.

轟17 台E勾金庇の政府甘金返済状況(各年束.百方フランー

年次 1944 1945 1946 1947 1948

額 537 264 77 208 474

地方金庫もまた自己柴金の拡充を囲った.1938年.地方金床は全農業者の8%を預金者として

いたが､これが1948年には30別こ連する.フランス射 手納付金の停止に伴い.地方金庫は農村部

での預金獲得のたあ大規模な教育宜伝精勤を展開したが､大きなカとなったのは戦後すぐの50■
00フラン札回収作業であった.

1945年､5000フラン札回収のため地方金庫は113の補助事務所bureauauxlliaireを開設した.

舟口数は1000に上ったが.これらの補助事務所は事実上地方金庫の忠口業務を行うことになる.

補助事務所は地域金庫とは別親織で､預金受入･払出機能をもっていた.のち1960年代から1970

年代にかけ､これら̀神助事務所は過5日の営業を行うようになってゆく.地域金庫のほうは預金

取扱業務よりも.租合鼻の借入要請につき意見を具申する機能に緒小を遂げ､金庫数自体も再

結成の方針にのっとリ減少 していった.だが神助事務所の展開により､地域金庫ゐ城少で口座

数も減少するという事態にはならなかったのである.1948年3月15日何回状によると5000フラ

ン1-L引き換えを行なった金庫および補助事務所故は総計807､忠口数1078.獲得口座数178000.

受入預金額【引換終額】は84億1900万フランに上った.これを機会に初めて口座をもった農業者

が多かったことも重要だが､さらに､非農業者が農業借用金庫に口座を開設する契機となった

ことも成果のひとつであった.すなわち農業借用金庫の森口で引き換えられた5¢00フラン札16

8万3870枚のうち､恥23%にあたる38万5127枚が非農業者の持参だらた.

轟18地域金定数推移

年次 1937年以前 1944 1945 1a46 1947

壷19地方金止における終戦瀬の奇人積金および預貸金貴引バランス(苫73フラン)

年次 受入預金 バランス

1944.12.31. 224.269 12,173

-20-
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頭金に加え.全国金庫は1950年に五年物伏券を再び手酌子して58催4200万フランを甜遠､突金

の30.35%をこれで賄った.このとき政府からの借入が全国金庫の突金に占める勘合は12.55%､

政府失金は10.55別こ過ぎなくなった.以後50年代にかけ｣預金が占める位置は相対的に低下し､
/

1948年実施に移された農業近代化設備計画PlandeJodernisatloAetd■EquipeDentの枠内

での箕付僕達が大きくなってくる.それに応じ､地方金序の負鎌内容にも変化が見られる.

轟20地一方金庇バランスシー ト負債部分の内訳 はー

1950.21.31. 1951.12.31. 1952.1-2.31.

-米払涙金 42.53 39.52 35.43

再劃引 23.15 17.85 16.91

全回金片では農業近代化設備計画の進展により.起伏による相違柴金の比重が低下したが､

これは一時的な現象iこ留まり､再び自己箕金が大宗を占めるようになる.

表21全国金且バランスシ- ト名什部分の内訳 (まー

1950.21.31. 1951.12̀31. 1952.12.31.

起伏調達 12.9 ll.33 9.93

1945年以降.地方金庫は不十分ながらその指動を再開する._まず1944年10月17日省令および

1945年10月20日省令により､帰国した捕虜および亡命者が帰農あるいは農村手工業を再■関す

る際の箕金運供を定めた.11946年5月24日法では21才■以上35才以下の若年農業者に対する中期

貸付(15-20年価遭)が認められる.やはり捕虜､亡命者､.自由フランス軍参加者に優遇措置が

あったが､いっぽうでは営農､手工業に関する.知識を所有している旨の証明が求中られた.農

某の場合には東低五年の経験か､農業関連の教育.を受けたこと等であり､さらに.貸付を全牧

返済するまでは営農が義務付けられた.貸付利率は2‡で､所帯主には利子神給があった.-莱

件当り貸付限度は35万フラン.担保条件はかなり殻やかだlった.

この結果.地方金庫による個人向け貸付残高は短･中･長期合計で1945年の90偉フランから

47年には320倦フランに逢した.う.ち中期貸付は28倦7000万フランから127倦9100万フランであ

る.若年農業者のr帰農資金となったのは1946年1億4000万フラン､集件数661､1959年までにこ

の貸付を利用した者は16万8000人と推定される.

一21.⊥



第 2飾 農業近代化敵失(1948年-1960年)【pp.74-80〕

1948年1月7El法で農業近代化･設備基金が創設される.これは10年物3X利付国鎌を発行し､

その申込者に税控除を認めるというや リ方で国家米金を封逢し,その三分の一をもって準備

された.(残り三分の二は経済牧典金庫に回された).全国金庫はこの基金から借り入れ､農務

省策定にかかる農棄近代化･設備計画に沿って箕付を行なった.卓の内容は､!■

肉･野菜の増産を目的とした農業者､農村手工業者､市町J寸､市町村組合.団体向け中期貸付

土地改良.農道並膚.導水､農村部電化.収穫物保管､農業設備生産などの諸事業を目的とし

た公火､民間の機関向け長期乗付

農業近代化･設備計画に定められた農巣利害防係事業を目的とした農業借用金庫の組合員

および非組合見による精勤へのヰ期貸付および長期貸付(特別貸付)

中期貸付は金利3X;5年均等剖僕達であった.全国金庫は基金への返済を確保すべく､中期や

長対の鎌券を発行した.

また1948年12月には農業凝染計画Programesd'InvestisserBentAgricole(PIA)が開始さ

礼.種子改良､野菜畑防災･防疫.葡萄栽培､果樹栽培.トラクター等農業機械購入.土地改良･農

業工事といった事業についての個人.団体向け中細貸付､団体向け長期貸付､特別(中期･長期)

貸付が始まった.ここでも非租合鼻への貸付が可能であった.しかし政府からの特別貸付を廃

止されたため､全国金庫の貸付は専ら基金からの借り入れをもととすることになった.ために

全国金庫は.地方金庫を経由して寄せられる旺盛な箕金需要に対応できず､周期的に資金不足

に陥った.1954年､農業近代化･設備基金は農村施設･経済拡大基金に名称を変更し､さらに翌

年には経済社会発展基金となった.1959年末までに全国金庫がこれらの基金から借り入れた

額は2915倦5200万フラン､これに基づく箕付残高は2440偲1500万フランに上った.なお1959年

末の貸付残高は国内与信残高全額の約9%.

壷22農菓借 用金血の貸付残高 と種類別康成 1959年次 1950 1955

残高(百万フラン) 171467 503107 99370

指数 1950=100 100 293短期貸付(%) 68.60 41.67 57932.8

中期貸付(X) 20二30 26.23 37.84
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1945年から1959年にかけては預金も革増した.農業借用金庫の-先払預金の預貸

金差引バランス(地方金庫のJlランスおよび全国金井のバランス)は､1959年フラン

ス全体のバランス(瓜行.郵便貯金､国臥 フランス銀行)の9%､銀行だけで見ると11.

23別二速する.また預金者故も1955年130万､1959年160万.1959年には200万人となっ

た.1959年に払乗付業務の64.5%が農業僧用金任じたいの柴傘でまかなわれ 敵資力

の自立が達成されたと見てよい.
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表23地方金屋の相.皆金券引バランス(10億フラン)

年次 19嘩 1950 195声 1959



･第 3部 ､ユニバーサルバンクに向けて(1960年-1985年)

第 1辛.±一拡大(196d年-1970年)

第 1飾 農業誘琴法の適用-

1960年8月5日法は農業の発展と農工同所得格差是正が目的だった.技術開発と普及による

農業生産性の増大､商品作物の展開､相続不動産の保全ならびに改良などが商われ(第2条)､

地方別に農業設備･近代化計画が策定されることになった(第4粂).地方計画では計画区域や

作物別の殻備･近代化区域も定められる(集7条).そして 第8乗せは､若年農東署の産着.規模

拡大や集団化､他地方への移住などにつき長期 特別貸付､補助､税控除など優遇措世が藷じら

れることになった.

1965年7月15日革命(65-577)では中期特別貸付(最長15年dt遭,2%の利率軽減)が若年農業者

の入植および農村手工業者に辞められた.条件はフランス国籍を有する21-35才の経験者ま

たは農業分野を専攻した者､最初の入植時から5年以内であること､･である.従来の中期貸付で

は営農規模が問われなかったのに対し､米債面での条件が諌せられた.手工業の場合には瀬高

二名のフルタイム労働力が限度七なっている.またこの中期特別貸付では農業者を対象とす

るはあい限度額が設定されなかった(手工業の場合には最高3万フラン).敵失額は各地方金庫

の裁量であった.

同日のもうひとつの政令(65-576)では不動産担保による長期貸付が繋められた.これは農

地取得や競横拡大を対象とし.最長30年債漣､利率3%.貸付残高が15万フランを限度とする.面

故に応じ貸付額の上限ならびに下限が決まっていた.手工業者の場合には貸付限度3万フラン

である.

この結果農業借用金庫による貸付では申･長期貸付が伸び､その割合は1970年78%弱に逢 し

た.

轟24農豊借用金駐グループによる貸付残高内幸沢(10俵 フランー

年次 1960 1965 1970

短斯貸付 4 8 14

(実巽の伸び) (100) (166) (232)

中期貸付.長期貸付 7.7 21.2 49.4

(妾官の伸びー (1001 (2281 (425)

-24--
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第 2筋 金敵失蔽収集の弗連 【pp.85189)

1960年から1970年にかけての期間には四つの特徴がある.

第-には一葉払預金および細自性預金の名El四倍以上の拡大､尭二に伏券発行残高の名目

五倍以上の拡太 東主には政府米金の比重低下(准済社会発展基金からの借り入れを含め1970

年末34催フランで.喪金706催9000万フランの4.8V､努四には預賃率の上昇である.

表25 農菓侶 用金庫の辛金状況

b
r

集

.⊃

者

巳

で

高

｢.膚

邑

面

ン

年次

弊払現金及び期日性流金残高

-(実巽の伸び)

伏券発行残高

(実其の伸び)

預貸率

1960 1970

55倦フラン 296倦フラン(含普通預金)

(100) (356)

67億1000万フラン 410億9000万フラン

く100) (405)

1.043 1.114

【pp.85,87〕

とくに1965年から69年にかけ､農業借用金庫が東金収集面で占めるシ羊アIilO.19紬､ら13.

20王に伸びた.これは一発払預金､定期預金､通帳預金co岬teSupllvret､住宅預金(ipargne

logeneLnt､1966年7月11日設置)､期日指定預金､全国金庫俵券を呑わせた金額(義.27).また長期

性貯蓄の面でもシェアは1959年の6.89Xカ､ら1969年には9.61別こ伸 びた.同期におけるシェア

の伸びはラランス不動産銀行の5.03ポイントの上昇に次ぐ.

1970ヰ､全国.0銀行蘇口数(過豆日営業の常設兎口)に対する農業僧用金庫のそれl事41%の比

率である.また口座数は1960年の200万から1970年には500万となった.これは常設森口のみな

らず非常設森口(週五日未満の営業)の働きでもあり､また1959年6月8日政令により.人口2000

人未満の郡部自治体居住者に組合且資格を与える旨が定められたせいでもある.同政令で一

挙に1800万人に組合員の可能性が開かれたのである.なお1970年現在で農業信用金庫の職員

数は3万4000名､うち地方金庫の職員が約3万3000名で､残りは全国金庫ならびに農業借用金庫

グループの職見.

嘉27常設魚 口数推移

年次 1967 1968 1969 :1970

国営銀行群 2680 2905 3210 3622

■その他銀行 2245 2391 2637 2897

･庶民銀行 668 764 824 928

-~25-
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r金 融学者 野逮状況 (残高 ベー ス.1965-1969年各 年 末.旦位10鍵プラ二

一1965 1966 1967 1968

銀行

一発払預全

通岐預金

住宅現金

定期頚金,慮

計

長男借用金才

一芳弘涙金

通帳預金b

住宅現金C

定期預金

丘券

計

貯蓄金庫など

73.19. 79.57 82.64･

6.14 8.07 13.45=

1.14 2.20

13.31- 15.58 23.58

92.64 (40.59) loヰ.36 (41.07) ■121.87 (41.94)

91.54

16.39

2.53

28.43

90

17

2

oT

.
2
.

.
o
J

.

3

9

6

138.89 (42.31) 150 9 (41.66)

19.36 19.98

3.13 4.33

0.10 -0.15

0.39 0.41

19.60 22.85

42.58 (12.97) 47.72 (13.20)

84.74 (25.82) ,97.51 (26.97)

13.93 15.77 16.67

0.31 1.95

0.03

0.50 0.23 0.35

8.83 11.46 15.33

23.26 (LO.19) 27.77 (lO.93) 34.33 (ll_81)

59.OD (25.85) 67.98 (26.75) 77.19 (26.56)

政府

郵便滋潜流金口座.四片､フランス銀行 23･80 25.48 27.43 30.61 32.39

計 228･23(100100) 254･11(100･00) 29D･61(100･00) 328･23(100･00) 361･52'(lOO･00)

a;1966年以降､射 手による二年超債券の発行が認められ.農業借用金庫のこの面での特権は無くなった.

b:1966年のドプレ改革で農業信用金庫にも通帳預金が認められる.

C=住宅預金は1965年7月10日政令(657-LO44)で設定され･農業信用金庫は地方金庫を通じこの預金を揮得することが出来るようl与なった(同年12月より).

これにより謂迂された賛金は全国金庫がi]!用する. 〔p,86】



■
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第3分 農業借用全国金庫(CNCA)の改組 〔pp.90193】

従来.全国金庫は集金の30%を国庫に預け､中･長期貸付業務をカバーする流動性準備として

きた.しかし1966年の ドプレ改革で給萩71億4400万フランにのぼるこの準備は国庫に凍結さ

れ､以後の全国金庫t_i自らの裁量で失金連用を行うことになる.余剰資金は主に国庫債券､抵∫

当貸付市乳 金敵市島で運用されるようになった.

この改革に伴い.地方金庫は2年未納の一発払預金受入れが可能になった.これらは､森口業

務用準備､(フランス射 手､郵便口座などの)金地槻防預入二上限栄位金利が設定されている短

期または中期貸付突金､そして全国金齢 こ開辞される地方金庫の有利子特別口座co叩t9Spec

ialA､で適用される.この特別口座は､地方金庫間の集金均衡機鰭､全国金庫による金融市場

での運用､支払準備(1969年以降)とされる.さらに1977年以降､全国金庫における地方金庫の

当座預金口座はすべ.T特別口座に統合された.特別口座は以下の三 トランシュに分けられる.

1.第1トランシユは各地方金庫の受入萩と固執 こ設定され､それと同-の利率を通用する.し

たがって中立的な性格を帯びる.

2.第2トランシユは各地方金庫に対する貨付魚の20耶f]当.

3.第3トランシユは上記の残余部分で､利率は高目に設定する.

また全国金港が発行する鎌券や種々の口座について地方金庫はその代理人と_して精勤する

ことが可臆になった･この場合､全国金掛 ま地方金庫に手放料を支埠うのであって､後者は前
者の失金収集掃によりー屠強く親み込まれるわけである.

1966年からは集金調達コストと中･長期貸付金利との差を埋めるための政府による利子差

額補給が開始された.差叔補給を受ける貸付の総額に枠が設けられた.

表28中.長瀬貸付■に占める美好補給措置dない■貸付比重俄 高ベ-ス_光一
年次 1971 1972 1973 1974 1975 1976.1977 1978

.【pL･93〕
なお地方金庫の自己甜連にかかる余剰米金に-jいても有価証券による運用が認められた.
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弟2草全分野に強力な銀行組織の樹立(1970年-1985年)

革1飾競争力のある業務分野の拡大【pp,
94-100)

1969年から丑年にかけて金庫の業務分野ゐ拡充が論議された
.
拡大する常客のニーズ
に応じ

るべく箕金網連を多虚化し､
新しい形蝕め農業に対する投箕を確保し
.
地域開掛こも参画する

という駅である
.
もはや単に受入現金の安全性のみでアピールすることはできず､
銀行サービ

スの拡充が必要であリ.
人ロ5万-10万規模q)地方都市に業務を拡張し､
農産物の市場化にも頓

康的な参与が粟津挙れると認放された
.

これを契機に1白71年以降業務分野か急速に拡大してゆく.
まず1971年8月11日政令により
.
以

下を対象とする貸付が可能になった.
1
.
1959年6月8日政令対糸の卓杜(2000人未満)のみならず､
5万人以上の市街地に包含されない

人口5000人未満の集落における;

111.
対象事業分藤.)ストに記載ある事業主.
手工業者
､
小売業各ホテル経営
.
レストラン経

普(全国金庫の合意を条件に地方金庫が貸付)

1-2.
おもに集落のため括動する自由業

1-3.
別荘購入

1｢
_
4
･
個人申け家計貸付

1-5.
民間痕光施設

2
.
村起こしゾ⊥シ乙dnLeder
/
enovLatlonにおける住宅用貸付(5万人以上d)都市を除く)

3
.
全国における公共団体で農務省管轄外の組織(とくに輸送･水道Bg連)

さらに貸付対糸と~なる農JAtJ部の裁定は1976年から1979年にか.
け七三居の拡大を逮げる
.
1976

1
年8月20日政令では
.
6万5的0人以上の市街地に包含されな■い人口7500人未満の集落が｢農村地

帯｣に含まれることになすた;1979年3月28日政令ではこの上限が1万2000人に引垂上げられる.
これらはいずれも貸付対象者居住'地の拡大やあって.
租合点失格の拡大ではなからた
.
1979年5月28日政令では1981年以降の強付対象事業が拡大された.
すなわち農産物あるいは

食料品の生産
､
貯蔵
､
加工
､
商品化に携わり
.
農業近代化億備計画から除外され
.
かつ事業本拠

1地が農村地轟に所在し
､
従業旦100名乗尚の事菜に対する融箕が可脚こなる
.
これら一連の地理･

対象重要の■拡大に伴い
､
金庫によ声敵柴を受けろ箕格のある人口琴も増大tJJ=.

表29金庫からみた｢農村人口l(100万人)年次 1959 1969 1971 1976 1979

-28_I
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80年代になると敵失対封 土さらに拡大する.1982年4月9日政令で金掛 よ居住地制限なく家計

貸付および住宅貸付が可能となった.都市部住民でも借り入れられるようになったわけである･

さらに1985年9月25日政令では､地域的制限なしに家事売又､ホテル･レス トラン程背に対する

箕付が可能になる.

こうした金庫の業務分野の急拡大は金融界の反発を弓̀lき起こしt=.銀行家はこれを｢怪物的

な発達｣と呼び.都市部における染金逼迫を起こしていると非難 したが･1978年初め､地方は当

座･定期あわせて5110催フランを集め.4040偉フランを黛しているのに対し､パリでは2740億フ

ランの粥達に対し3810催フランの真付であって､この非難は不当であるとの研究もある.しか

し実際のところ射 手の批判臥 農業分野ならびに農村部における金庫の強みが拡大してゆく現

状に対する危機感の現われであった.1981年の貸付金利は約17%前後だったが､金庫による短期

箕付金利kl弧 さらに地方金庫によっては1-3Xの利子補給が可能であったから･農村部での

与僧における金井のパワー旺圧倒的だったと思われる,銀行側の批判により.金庫はおいおい

肯行と同じ規制を受げるようになり､それと~引き換えに銀行業務を拡充してゆくのてある.

1978年11月23日､轟済省.農務省.農業借用金庫との間で合意が成 り.1981年以降の金庫は法

人税を納入することになった.この見返りに､人口12000人以下の全市町村を地理的業務梅酢 こ

加え.食糧■･農産物にかかる非協同混合型企業.従業艮100名未満の企業(農業近代化･設備計画

対魚)に対する与信が可鴨になった.
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第 2節 大方針の実現 〔pp.100-110).

農業借用金麻の港口は1967年から84年にかけて倍以上に増加した.これは常設森口であって.

この増加は非常改忠ロからの屯換および地理的拡大に伴う新規開設による.この結果､1983年

現在.農業借用金庫は金私機関恵口数で最大のシェアを手にするに至った.また1975年から83

年にかけて金庫は人口1万2000人未満の都市でプレゼンスを改善しただけでなく､1万2000人以

上の都市においても森口シェアを倍増させたのである.

去 30農業僧 用 金庫の常酔忠口数推格 (1967-1984年

年次 森 口赦 年次 忠口数 年 次 忠 口数

1967 2259 3 3506 9 5027

8 2435 4 4063 80 5152

9 2573 5 4228 1 5228

70 2703 6 4471 2 5529

1 2875 7 4563 3 5580

2 3217 8_4909 4 5657

蓑31各強金融機関の告辞魚口数シェア (1975.1983年)

1975年 1983年

農業借用金庫 19.8% 22.8%

国有銀行群 26.5% 22.6%

相互借用金庫 15.2% 16.6%

貯蓄金庫 l2.0% 14.5%

庶民銀行 6.8% 6.3%

その他 19.7% 17.2%

tp.100〕

32再町J.tr規僅別の農業膚用金1定常静森口シェア(1975.1983年ー

1975年 1983年

人口3501人未滴の市町l'.Jにおけるシェア 38.11X 40.05%

3501-12000 18.97% 21.31%

-30-
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Iつて.

i3年

ら83

3人以

フランス銀行界が現金自動払出機autotLatebancalre(以下CD)ネットワークについて協定を

作成したのは1980年代半ばだが､掛 こそれ以前から金新 王ネットワーク構築に乗 り出していた■.

1973年の設置台数120､1980年828.1981年1240.1983年2401､1984年2872である.1984年現在､金

庫のCD中42.75‡が人口5万人以上の都市にあり､21‡が人口25万人以上の都市にあった.これは

小切手決済業務を軽減させるとともに.金庫の金融サービスゐカード化を推進させることにな

った.このカードは現金払臥 小売業者に設置してある#'末からの振替決臥 さらにユーロカード

などと連携した与僧までが可能である.カード卿 子捻数は1976年30万枚､1980年280万9000枚､1

984年804万枚と急伸した.

このようなネットワークは金庫の系統性に即して各地方金庫を中核に展開される必要があ

るとともに.他の金私機関ネットワークとの結合.そして全国センターの構築が必要でもあっ

た.地方金庫レベルでは管轄下の常設支店bureaupemanentと~のネットワーク形成が行われ.

全国金庫レベルでは他の金融機関との大量情報交換システムが､データ･情報交換センターCenノ■
tred･EchangedeDo占Tf6esetd■Info川atlon,ibbr.,CEDlとの連結により可能になった.ま

たCEDIに付帯して緊急メッセージ用通僧網TELIURX.も構築された.1990年に向けて金庫が目

指す情報ネットワークシステムの概宴は以下のようなものである.

1.インチ1)ジェント端末を備えたローカルポイント1万地点の展開

2.これらローカルポイントを106の地方センターとオンラインで直縫.決済機能.

3.全国センターを全国金庫に設置､地方センターとオンラインで直結

cEDI自身にも衛星地方センターがあるので､上記地方センタ⊥同士または金庫と他の金融機

園との決済に利■用できる.TELL_URXは地方センター同士を結ぶほか､他の金融ネットワークと

連結している.
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1979年･一策払現金口座掛 ま1000万を考え,84年には1300フ引手逢した.その残高は1976年の641

&8200万フランから84年に[11687伽 800万フランとなる.シェアは19.2的 外で安定している.

去33-電払相金 口座数 な らびに姥苗推私 (各年束ー

年次 口座数(千) 残高(盲万フラン)

1976 8656.5 64182

79 10243. 98674-

81 11704.2 121591

84 13232.8 168768

壷34-常払育金残 高の シェア (各年 真一

-竿吹 l_976 1979 1981 1984-国庫 .- 17.9 17.1 16.5 15.2

フランネ銀行 9.6 0.5 0.4 0.5

その他 0.等 0.5 0.9 1.8

銀行群 81.2 81.9 82.2 -82.5 .

市中卿 子お手ぴ軸銀 (61.4)_(54.8) (54.4) (54.7)

庶民鎖行 - _(5.7) (6:.I)..(6.0)

相互僧用金庫 (1.7) (2.2) (2.4) (2.6)

lp.105).



Jj

位相的な流動性貯苔の口座数も1976年の261万5000から84年には805万9300口座に増えた.し

かし連銀預金よりも庶民貯蓄口座やCODEYI(座乗開発口座)の伸びが注目される.住宅預金はあ

る時期.金庫が非農村型常客に遭供し得る唯一の与倍サービスであった.その内駅は農業信用

金庫の願事の多様性をよく示している.

轟35並斐分類別の倖索 再 金管 康 成

年次 1976 1982

&# 24.7 19.4

自営 9.9 7.6

管理職 12.6 10.8

ホワイ トカラー 9.4 9.3

ブルーカラー 22.8 27.6

退職 7.1 5.4

無職 12.5 18.1

その他 1.0 1.8

【p.107〕

これらに定期預金や金庫便券､貯蓄錬券などを合わせた短期の流動性貯蓄に占める金庫のシェ

アは1976年14.7%､1979年15.1‡､1981年15%.1984年15.9Xと推移している.その結東､1984年末現

在で一葉払現金残高ならびに短耕流動性貯蓄残高の合計は4880億4700万フランに達 し､金庫は

フランスの預金曲行で第1位,世界でも第6位となった.【88年6月のユーロマネーランキングに

よると全国金庫は株主持分で世界5位.稔箕産で世界7位,いずれもフランスではトップ】

長樹の失金嗣連を除く柴金銅遠市場(残高ベース)で金庫のシェアは1976年15.8%､1979年16.

3%､1981年16.3%､1984年16.9%であり､ほぼ安定している.年次別起dt総額のシェアは変動があ

り,1976年9.9乱1979年7.4%､1981年5.6%.1984年5.1X.また追加型株式段侶SICAVや共同投資ファ

ンドFCPも伸びている.

36農業僧用金直のSICAVおよびFCPの永ttJト碁盤類推蕗(百方フランー

年次 1976 1979 1981 1g84

SlCAV 10.5 658.4 1110.3 13156

〔p.109】

ー33-



農業僧用金庫の常客構成(職業別)でも変化があり､農業人口自体の減少を反映して農業従

者の割合が減少.ホワイ トカラーおよびブルーカラーが増大している.

衰37触発分類別の蔚束鹿成 ■

年次 ,1976 1982

農業 L20.2 13.9

自営 9.6 8.9

管理職 9.4 10.0

ホワイトカラー 7.8 8.5

ブルーカラー 24.8 25.3

退職 14.2 13.3

無職 12.4 18.4

その他 _ 1.6 1.7

計 :100 100

【p.110】



第 3節 与僧分野 【pp.110-120】

与倍分野の面でも農業から非農業へのシフトが見られ､とくに住宅金融の比重が近年高まっ

た.住宅金軌における借手は農巣者.非農業者の両者を含むが.制脹条件が一時まったく取り払

われたせいもあり.ま_た住宅南野が弛まったことも四連がある.公共団体向けが減少したのは,

これらが頭金供託金鹿に向かったためであり､その分農村部での東汚動向けが増えた.

蓑38融資残高の分那 相 成廃藩 (A)

年次 1-976 1983

農業 38.95 29.63

農産物.食料品産業 12.88 10.81

公火団体 10.07 6.60

農村部tこおける生産.サービス精勤など 8.80 13.32

住尭 29.30 . 39.64

〔p.110〕

中･長期貸付の年間実施額は1976年126倦5880万フラン､1984年232億710万フランで名目1.83

倍の伸びとなったが､年間兵施萩の変動は政府による利子差額補給措港(優遇貸付)の交付軌 こ

大きく左,Ei'された.この時期農産物は供給過剰気味であって,政府としては利子主税補給を行

い難い情勢だったことから､健遺糞付の比率は減少していった.

年次 '1976 壷39中.長潮曾付に占める非優i苑貸付の比率1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

【p.112〕
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1970年以降
･
中･長期丑付には以下の三種類(起優遇乗付)が新たに導入された.
1
.
1973年1月4日政令による牧畜特別貸付
.
建塵18年
.
飼育牛頭数の拡大または飼料

面での改善のはあい10年､
羊･山羊飼育頭数拡大のはあい7年の貸付期間で.
利率4
.
5

xという手直いせ遇措置がある
.
2
･.
1973年2月22日政令による近代化特別革仇これはECl手よる農業開発計画の一

III環として導入され煮付斯同時6年から20年まで
.
対革案件の性格により様々で串る
.
なお1985年9月30日から営農巣材改善計画PlandJAID/eliorationht/erielledesE

xploltat16n,
~~abbr.,
p-川Edもとに美施されることになった.
3
.
若年農業者の定着にかかわる中期特別貸付
.

蓑40中.長潮管何に占める超僅遇昔何の比率(年間管出皇族甜ベ-ス_%ー

年次 1976 1979 1981 1984 -牧音特別真付 12.92 6.98 5.71 5.04.近代化特~別貸付 6.6 9.05 12.22 11.41若年農業者特別貸付 15.76 13.98 14.29 16.84

〔p.113】

また産業開発口座CODEYlを柴金とする対企業卵 子貸付pr会tsbancairesauxelnt

repris?S!.abbr･･PBEが開始されL金掛 よCODEYIによる嗣連失金の57･9%･27倦フラ
ンを農業分野に振り向iナた(年次不剛.

さてこのように横康的に農業分野に敵失した結果/1983年頃には敵失の健全性が

問透視されるに至った.既に農業部門は甚だしく借金吹けになっており､一方では

ECの統一農業政策に則 り牛乳生産量の割り当て､政府による価格支持政策の段階

的撤廃が進む以上､もはや農業側の｢借り入れの権利｣は永続的･無制限に認められ

るものではないと認識されるようになった.つまり借手たる農業者の企業的評価が

必要と考えられるに至った.貸付に際してもリスク評価が導入されねばならない､

というのが80年代における金庫の課虎である.
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食料農産物加工に対する年間貸出軌 i.1979年の15億6650万クランから84年には30倦1490万

フランベと名目で借増した.1979年以来これらはIll:lndu-strieaBro-all血entalreとして一

･指されているが.非組合型組織【次表rその他IAAj】の比重が高まっている.食料農産物加工にお

ける金舟の位置は貿易金融にまで弗崩しておL)､今日の~フランスからb)食料品軸出において､

金庫(全国金津および地方金庫)が保証するものは18別こ上っている｣金庫はフランクフル ト､マ

ドリード､カラカス､1)オデジヤネイtj､カイロ(1984年触設)､サンフランシスコ(1984年閲酸)

に事務所を有し_～_シカゴ.羊ユ｢ヨーク.ロンドン､ミラノには全国金庫支店がある.1985年には

香料 こ支店を開設する予定.

表41..食料農 脊物 lJD工への中.長潮貸付年間生地封 お-itS内訳

一 年吹 1976 1979 1981 1984

実施萩(百万フラン) 1191.8 1566.5 3049.0 3014.9

協同組合なと (%) (97.54) (96.28) ｢_(90.82) ゝこ､(83.67)

【p.117〕

農村部における生産精勤およびサービ土日こ対する敵失も.ファシリティの増加と歩配を合わ

せている.宇土業者や自由業への貸付実施が減り､その他の事業に対する敵失が増加 しつつあ

ら.

表42農ふl一部 の4'_産流動 .サ- ビスに封 する中.長期貸付卓 rE.1生地村 および内幸択

年次 1976 1979 1981 1984

央地類(百万フラン) 1337.5 2257.5 4069.5 5890.6

手工業者 (i) (79.95) (76.10) (71.49) (63.32)

自由業 (A) (10.25) (10.30) (9.23) (7.70)

その他事業 (%) (9｢80) (13.60) (19.28) (29.9岳)

【p.118〕
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住宅糞付は中･長期箕付残高に占める割合が1976年の29%から84年には39別こ遠するという急

伸を見せている.とくに1977年.貸付補助付の協約貸付prをtsconventionn6S,abbr.,PCおよ-

び地所アクセス貸付prをtsaccessionaLlaproprl盲te,abbr.,PAP､不動産協如貸付prGtsim

mDblllersconventlo.nǹS.abbr.,PICなどが鞍入されて摘発となった〔これらの貸付の内容

は不明).またこの与倍の借手では非組合且が3割を超えたのみならず.非農業者が9割を占める

に至った. 一

姦43金 座 による住重曹何年rEF宴施好推蕗年次 1976 1979 1981 1984

実施額(百万7.ラン) 10694 21191.5 28881.3 35572.3

蓑44 稚 魚管村守倍音康 成 (隼 rH1生地甜 ベース1且)

年次 一1976. 1979 1984

租卑見

農業者 20.81 10.70 10.26

非農業者 62.57 70.86 58.68

非 範 合 点 16.62 18.44 31.06

tp.119〕

〔p.119〕



･ヽう急

;およ~
し
tisim

l内容

占めろ

金庫は今や中･長期与僧機関としての役都が鮮明ではあるが.短期貸付の残高は1983年で811

倦9900万フラン､なお全残高の18.9城を占めている.その大部分は収掛 こ対する触覚であって.

IAl連載箕金を合わせなお69%が農業分野である.【ある意味では農業金庫本来の敵失構成に近

いと青えようか〕

轟45鯖細管付の分野別成東(1983年.n l

ⅠAAおよび農業 69

農村部における生産.サ-ビス.設備など 28

轟46金融一線相席申別の与倍残高 シェア(1983年兼.%)

国舟 0.9

非銀行金私機関 33.6

その他 .4.9

銀行 60.6

市中銀行および輪銀 (43.3)

庶民銀行 (2.4)

相互借用金庫 (2.0)

【p.1201

第 4節 ~農業借用金庫グループの構成 tpp.1211123】

1.底辺には3000強の地域金庫がある.これは共同借用組合組織で､経営陣は租卓見が選挙.

2.中間には地域金庫が所属する地方金庫が94存在する.地方銀行としての特色があり､容口を

通じ頭金や貯苔を獲得する.短期および中期貸付を自己の封逢した先金をもとL.=実施するほか.

全国金庫のリファイナンスをもとに中期貸付および長期貸付を行う.

3.全国組織と_しては地方金庫の連合たる農業借用金庫全国連合Fe'de'rationNationaleduc

r6ditAgricol(1945年発足)があるほか､金庫の中心組織たる全国金庫がある.

全国連合は毎年総会を紳催し､年間方針を話し合うほか､中央理事会Comit言centralを連出

する.行政府や立法府に対し働き卸 すを行う(一種の圧力団体か).連合は各地方金庫-に種々の

コンサルティングサービスを行い､機関誌を発行する_.地方金庫同士の交流は全国金庫よりも

連合を通じなされる.
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革5
飾

ノ
農業借用金tZl金庫【pp.
123-1241

l
全国金庫は農業信用金庫の中値機伊であり
､
1984年l月24日の舶手法でその適用を受けるこ

ととなった.
全国金庫はフランス射手.
僧用機関垂兵舎Comlt
gdesEtabllssenentsdeCredit.
鮒手套且会comlsslon申ncalreなど政府健脚こ対し･
金庫の全休
_
を代畢する
.
金庫紺の全体運

営ならびに流動性確保の責任を有し
.
金床に適用される諸法の遵守を監視する
.

機能としては､
まず全国金井理事会は埠方金庫理事長を永諌し
､
地方金庫の年次報告を監査･

承認する
.
金庫の文金壷集中
､
連用し
.
地方金郎こより臭施される中･長期貸付をリファイナン

スする
.
また金庫全体の営業戦略
､マー
ケテイング､
韓外展
_
臥技柵導入を指導する
.
系列機関を

展開し
､
もって金庫の唇軌的原審に対す早サービ
.
不の拡充畢図る
.
全国金町こは箕金部門
､
系列

機軸附整部門
.
連用部門
.
捻務か町茸卵B門
.
秘如8円
.
国際部門などが串る
.
1983年6月現在
､
金庫グループの人見放は7万2000名を扱える.

第6節点業侶巧金庫系列機関【pp.
124-125)

金庫の系列複軌よ約5哨であるが･そ
れらは三つの持株組掛こ統轄されて-
.
181.

UI系列は全国金庫箕付部門の管持下にあり
.
以下がある
.
U…HO-FRANCE.L_
叩HHOr盲g19Bale
_
S,UN!G町,SOFIPIR,GE甲I
_
,
.
ANDTやど

SEGESPIR系列は文金部門の管櫓下

SICAY,SCPI,SORAYIE,mH-CLUBS'-
UNIPLAN.SFGESPAR-FONCIER,tJNIGER.tl
NICIM,QEDI

CA和,E
UROCARD-FRANCE,UNICARTE
など

二S∝EQUIPは秘
事部門管府下
_I__-
I
.
L;
UNIGROUPE,_
SOGIl川EtJBLES,
lFCAH,-,
SCIなど
..

･さらに金庫内か部門から独立した系列機隣としてYoyage⊥Cohsellt旅行代理店?】がある.I

以上

【本抄訳の作成にあ+=リ.
財団法人日本証券在韓研究所ヨーロッパ矢本市場研究会の皆様に種々

のご指摘を-hた.
だいJf=/また東京大学経済学部矢場推充助教授に御高配い_
ただいた̀記して謝意

を表したい
.
】
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表1 農業借用金座敷の推移(1900年-1913年)

表2 大戦前後の地方金庫先金の推移(1913,19118.1919年)

表3 全国事務局の貸付状況および手許残高(1922年末および1927年末)

表4 全国金串の割引額(193'3-37年) ∫
表5 地域金片の推移(1921､1930､1933､1939年)

表6 地方金片の現金残高(1921､1930こ1938年)

表7 地方金庫の柴金内訳(1938年)

表8 地方金庫の貸出状況(1922､1930､~1937年)■

表9 1935年のメ-ヌ･エ･ロアール地方金井にJぉtナる中･長期貸付内訳

表10 地方金掛 こよる箕付の伸び(1920年対1-937年)

表11◆全国金庫の年間貸出額推移(1938年､1943年)

表12 農業借用金庫の貸付残高(種類別､1938年､1943年)■

表13 触兼実施件敢推移(種類別､1938年､1943年)

表14 政府失金の推移(1938年以前､1938年､1943年)

表15 短期貸付推移ならびに小麦価格(1938-1943年)

表16 1943年末における全国金床の先金内訳

表171全国金庫の政府米金返済状況(1944-48年)

表18 地域金庫致推移(1944-1947年)

表19 地方金庫における解戦期の受入涙金および預貸金差引Jtランス(1944年､1945年)

表20 地方金床バランスシート負債部分の内訳(1950-1952年)

表21 全B)金庫バランスシート負債部分の内訳(195011952年)

表22 農某借用金庫の貸付残高と種類別構成(1950､1955.1959年)

表23 地方金庫の演黛金差引バランス(1945.1950､1955､1959年)

衰24 農業借用金庫グループによる貨付残高内訳(1960.1965､1970年)

表25 農業借用金庫の資金状況(1960.1970年)

表26 5年末韓の金融兼務配達状況(1965-1969年)

表27 常設舟口数推移(1967-70年)

表28 中･長期貸付に占める差額補給措定のない貸付比率(197ト1978年)

表29 金庫からみたr農村人口｣(1959､1969.1971.1976､1979年)

表30農業借用金庫の常設忠日放推移(1967-1984年)

表31各種金私機関の常設忠口数シェア(1975､1983年)

表32市町村規模別の農業借用金庫常設森口シェア(1975､1983年)

表33 一発払預金口座枚ならびに残高推移(1976､1979.1981､1984年)

表34 -賞払現金残高のシェア(1976.197g.1981､1984年)

表35 職業分類別の住宅涙金者康成(1976､1982年)

~~41-



表36 農業借用金序のSICIYおよびFCPO.ネッ･-ト#集叔推移(1976.1979､1981.1984年)

表37 城東分類別の顧客構成(1976､1982年)

表38 敵失残高の分野別構成推移(1976iI_983年)I

義39 中･長期貸付に.占める非優遇黛付の比率(1976-1984年)

表40 申･長期貸付に占める起優遇貸付の比率(1976.1979.1981､1984年)ノ

表41 食料農産物加工への中･長期貸付年間舞地域および内訳(1976.1979､1981､1984年)

表42 農村部の生産活動･サービスに対する中..長期受付年間実施額および内訳(1976､197

1981､1984年)

表43 金庫による住宅賃何年聞実施額推移(1976､.1979.1981.1984年)

表44 住宅黛付受借着構成(1976､1979.1984年)

表45 短期貸付の分野別構成(1983年)_､.

表46 金融横田類型別の与僧残高シェア(1983年)_

以上
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